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効
率
性
・
多
様
性
・
自
由

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
著
作
権
制
度
の
あ
り
方

田

ネナ

之

益
Eコ

は
じ
め
に

プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

l
の
責
任
論
と
ク
リ
ッ
ク
・
オ
ン
契
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
著
作
権
制
度
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
た
め
の
恰
好
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

前
者
の
プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

l
の
責
任
論
と
は
、
著
作
権
を
侵
害
す
る
サ
イ
ト
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
サ

イ
ト
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
る
プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ
ー
が
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
の
か
、
あ
る
い
は
、

B
B
S
に
著
作
権
を
侵
害

す
る
投
稿
が
な
さ
れ
た
場
合
に

B
B
S
の
管
理
者
が
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
当
初
、

プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

i
等
を
し
て
故
意
、
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
侵
害
の
責
任
を
負
う
直
接
の
侵
害
者
と
す
る
方
向
で
の
立
法
が
模
索
さ
れ
た
が
、

一
九
九
八
年
の
著
作
権
法
改
正
(
里
程

E
E
-
-
S
E
E
C司
玄
関
宮
〉
町
内
)
は
、
プ
口
、
ヴ
ア
イ
ダ

l
は
た
か
だ
か
寄
与
侵
害

(gEl

結
局
、



(

l

)

(

2

)

 

ュz
s
q
s
Eロ
moss同
)
か
、
も
し
く
は
代
位
責
任

(
i
n包。
g-55-q)
の
法
理
と
同
様
の
要
件
の
下
で
責
任
を
負
担
す
る
に
過
ぎ
な
い

(

3

)

(

4

)

 

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
著
作
権
者
に
は

g
z
g
g円
ご
浜
町
号
さ
ロ
と
称
さ
れ
る
所
定
の
手
続
に
則
っ
て
プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

l
に
侵

(5) 

害
フ
ァ
イ
ル
の
削
除
を
求
め
る
手
段
を
認
め
る
と
い
う
中
庸
策
を
採
用
し
た
。

後
者
の
ク
リ
ッ
ク
・
オ
ン
契
約
の
有
効
性
の
論
点
と
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
や
ダ
ウ
ン
ロ

l
ド
の
際
に
利
用
条
件
に
つ
い

て
の
同
意
を
求
め
る
箇
所
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
方
式
に
よ
り
契
約
が
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
特
に
著
作
権
法

と
の
関
連
で
は
、
使
用
機
種
の
制
限
や
個
別
貸
与
、
個
別
譲
渡
の
禁
止
条
項
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
新
規
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
創
作
の
制
約

(6) 

な
ど
、
著
作
権
法
が
権
利
の
範
囲
外
と
し
て
い
る
領
域
に
つ
い
て
ま
で
著
作
物
の
利
用
者
の
利
用
を
制
約
す
る
条
項
を
有
効
と
考
え
る
の
か
、

ソフトウェアの保護と競争政策、情報公序論の交錯

と
い
う
議
論
が
重
要
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
各
州
法
の
統
一
を
促
す
モ
デ
ル
法
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
保
護

す
る
条
項
や
連
邦
著
作
権
法
の
著
作
権
の
制
限
規
定
と
抵
触
す
る
条
項
は
契
約
の
内
容
と
し
な
い
方
向
性
も
検
討
の
姐
上
に
の
せ
ら
れ
た
が
、

最
終
的
に
一
九
九
九
年
に
採
択
さ
れ
た

U
C
I
T
A

(
5
5
5
9
3
5
R
E
F
S邑
S
4
4
5窓口
E
S
宮
門
)
で
は
、
抽
象
的
に
「
あ
る
契

約
条
項
が
基
本
的
な
公
序

(
P
E
g
g
E
宮
E
n
唱

o-5)
に
反
す
る
場
合
に
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
そ
の
条
項
を
強
制
し
な
い
と
い

う
基
本
的
な
公
序
〔
の
要
請
〕
が
契
約
を
強
制
す
る
利
益
を
明
ら
か
に
上
回
る
監
口
」
に
、
裁
判
所
が
当
該
条
項
の
効
果
を
否
定
す
る
こ
と

(
8
)
 

を
認
め
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
何
が
基
本
的
な
公
序
に
該
当
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
解
釈
の
余
地
を
多
大
に
残
す
も
の
と
な
っ

(
9
)
 

て
い
る
。

(ω) 

コ
ピ
ー
や
ア
ク
セ
ス
の
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
保
護
に
関
す
る
一
九
九
八
年
の
著
作
権
法
改
正
も
重
要
で
あ
る
。
プ
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〕
れ
ら
に
く
わ
え
て
、

ロ
テ
ク
シ
ヨ
ン
に
は
、

ク
リ
ッ
ク
・
オ
ン
契
約
等
に
よ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
を
利
用
者
に
物
理
的
に
強
制
さ
せ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。



シンポジウム

効
率
性
の
視
点
|
|
取
引
至
上
主
義

B
5
1
5ロ
Z
2
5
E民
)
と
契
約
価
格
差
別
理
論

(
8ロ
5
2
E
E
g
舎
1

2
E
E
gロ
目
。
号
-
)
と
そ
の
陥
穿
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プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

l
に
対
す
る
厳
格
責
任
を
支
持
し
た
り
、
著
作
権
法
が
著
作
権
に
課
し
た
限
界
を
契
約
に
よ
り
オ

l
ヴ
ア

1
ラ
イ
ド
す
る

こ
と
を
認
め
る
見
解
の
な
か
に
は
、
そ
う
し
て
お
い
た
方
が
市
場
を
通
じ
て
効
率
的
な
解
決
に
到
達
す
る
、
と
主
張
す
る
論
者
が
少
な
く
な

し、。
た
と
え
ば
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
遷
は
極
め
て
速
く
、
立
法
に
よ
る
解
決
に
は
限
界
が
あ
る
反
面
、
【
U

。
曲
目
白
の
定

理
が
成
り
立
つ
世
界
で
は
、
ど
の
よ
う
に
権
原
を
配
分
し
よ
う
と
も
、
当
事
者
の
交
渉
、
取
引
を
通
じ
て
効
率
性
の
観
点
か
ら
み
て
最
適
な

資
源
配
分
が
達
成
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
法
の
介
入
は
当
事
者
の
取
引
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る

(
日
)

と
、
権
利
の
範
囲
は
明
確
な
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
外
部
性
の
問
題
が
あ
る
か
ら
、
人
工
的
に
権

利
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
権
利
の
内
容
は
私
的
な
取
引
を
容
易
と
す
る
た
め
に
明
瞭
な
も
の
で
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

て
い
け
ば
、
プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ
1
に
対
し
て
は
厳
格
責
任
を
課
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
よ
う
な
個
々
の
事
件
毎
に
裁
判

所
に
よ
る
具
体
的
な
衡
量
を
必
要
と
す
る
法
理
に
対
す
る
評
価
は
低
く
な
ろ
う
。
実
際
、
プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

l
等
の
責
任
論
に
つ
い
て
は
、
多

種
多
様
な

B
B
S
の
取
扱
い
に
つ
い
て
最
適
な
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
立
法
者
や
裁
判
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

B
B
S等
の
運
営

者
自
身
に
自
ら
の
計
算
で
安
全
な
予
防
策
を
講
じ
る
こ
と
を
強
制
す
べ
き
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
過
失
責
任
(
ロ
m
m】

G
E
E
-
s
Z】
き
で

は
な
く
、
厳
格
責
任
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、
費
用
便
益
分
析
を
な
す
主
体
を
裁
判
所
か
ら

B
B
S
の
運
営
者
に
移
転
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
O

B
B
S
の
運
営
者
は
支
払
い
能
力
の
あ
る
侵
害
者
を
捕
捉
す
る
か
(
た
と
え
ば
、
大
規
模
型
の

B
B
S
)
、
ア
ッ
ブ
ロ
ー
ド
さ
れ
る
素
材
を

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
な
ど

(
た
と
え
ば
、
小
規
模
型
の

B
B
S
)
、
最
も
有
利
な
予
防
策
を
選
択
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
侵
害
行



(ロ)

為
に
よ
る
損
失
が

B
B
S
の
利
用
者
に
分
散
さ
れ
、
外
部
費
用
が
内
部
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ェ

ア
・
ユ
!
ス
の
文
脈
で
も
、
会
社
の
研
究
所
の
研
究
者
が
回
覧
さ
れ
て
き
た
雑
誌
中
の
論
文
を
コ
ピ
ー
す
る
行
為
が
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
に
該

当
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
事
件
で
、
当
該
雑
誌
を
発
行
し
て
い
る
出
版
社
が
集
中
処
理
機
関
(
の

8
1
m
z
o
m
R
S
B

。g
R円
)
を
通
じ
た
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
の
用
意
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
掛
酌
し
、
ラ
イ
セ
ン
ス
を
簡
便
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

(
日
)

た
以
上
、
利
用
者
側
の
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
抗
弁
が
成
立
し
な
い
旨
を
説
く
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

ソフトウェアの保護と競争政策、情報公序論の交錯

さ
ら
に
、
ォ
l
ヴ
ァ

l
ラ
イ
ド
に
関
し
て
も
、
そ
の
効
率
性
を
指
摘
す
る
見
解
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
理
論
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
需
要
者
毎
に
異
な
る
価
格
を
著
作
権
者
、
が
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
著
作
物
の
利
用
に
高
い
価
値
を
見
出
し

て
い
る
需
要
者
に
対
し
て
よ
り
高
い
価
格
で
売
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
全
需
要
者
に
対
す
る
統
一
的
な
価
格
の
下
で
は
購
入

し
え
な
か
っ
た
需
要
者
に
も
よ
り
低
廉
な
価
格
で
著
作
物
が
行
き
渡
る
よ
う
に
な
り
、
死
重
損
失
が
減
少
す
る
結
果
、
経
済
的
な
厚
生
が
増

大
す
る
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
著
作
物
の
創
作
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
と
利
用
の
ア
ク
セ
ス
の
双
方
を
確
保
す
る
と
い
う
著
作
権
法
の
目
的

に
資
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
価
格
差
別
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
高
価
格
を
つ
け
る
需
要
者
と
低
価
格
取
得
者
と
の
聞
の
取

引
(
経
済
学
の
用
語
で
い
う
裁
定
)
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
か
ら
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
論
者
は
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
セ

l
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン

(
複
製
物
の
再
譲
渡
に
対
す
る
著
作
権
の
再
行
使
を
否
定
す
る
法
理
)
を
覆
し
、
複
製
物
の
再
譲
渡
を
禁
止
す
る
権
能
を
著
作
権
者
に
許
容

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
特
定
の
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
り
低
い
価
格
で
供
給
し
う
る
よ
う
、
ア
イ
デ
ィ
ア
表
現
二
分
論
(
著
作
権
で
保

護
さ
れ
る
の
は
ア
イ
デ
ィ
ア
で
は
な
く
そ
の
表
現
に
止
ま
る
と
す
る
法
理
)
や
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
法
理
な
ど
の
著
作
権
法
が
定
め
る
著
作

権
の
制
限
を
契
約
で
迂
回
す
る
こ
と
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
要
す
る
に
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
論
者
は
、
著
作
権
法
を
し
て
、

(M) 

の
束
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
種
の
コ
ピ

l
・
プ
ロ
テ

契
約
に
よ
り
変
更
し
う
る
任
意
規
定
(
骨

p
z
x
E
g
)

ク
シ
ヨ
ン
や
ア
ク
セ
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
価
格
差
別
を
実
現
す
る
た
め
の
契
約
の
締
結
を
強
制
し
、
当
該
契
約
に
休
さ
れ
た

北法53(4・45)1031
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(
日
)

条
項
の
道
守
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
、
そ
の
法
的
保
護
の
必
要
性
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
凶
)

し
か
し
、
の
o
g
m
の
定
理
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
取
引
費
用
に
加
え
て
資
産
効
果
も
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
資
本
集
約
的

な
製
作
過
程
を
経
た
コ
ン
テ
ン
ツ
ほ
ど
大
衆
を
惹
き
つ
け
る
効
果
が
あ
っ
た
り
、
魅
力
的
な
著
作
物
を
創
作
し
う
る
著
作
者
が
そ
れ
が
ゆ
え

に
富
裕
と
な
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
般
に
広
く
利
用
さ
れ
る
著
作
物
の
創
作
者
は
、
平
均
的
に
そ
の
利
用
者
で
あ
る
公
衆
か

(
げ
)

ら
区
別
さ
れ
た
富
を
事
受
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
資
産
効
果
を
無
視
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
取
引
費
用
に
つ

い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
の
流
通
は
産
業
や
文
化
の
発
展
を
促
す
基
盤
と
な
る
か
ら
、
広
範
な
範
囲
で
外
部
効
果
が
生
じ
て

お
り
、
諸
々
の
権
利
を
工
夫
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
完
全
に
取
引
で
内
部
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
特
に
、
教

育
や
研
究
目
的
の
利
用
な
ど
、
伝
統
的
に
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
が
適
用
さ
れ
て
き
た
領
域
は
、
著
作
権
者
と
著
作
物
の
直
接
の
利
用
者
以
外
に

派
生
す
る
外
部
効
果
が
相
対
的
に
大
き
い
も
の
と
な
る
か
ら
、
こ
の
二
人
の
と
こ
ろ
で
取
引
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
依

(
凶
)

然
と
し
て
市
場
が
失
敗
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
フ
ェ
ア
・
ユ

i
ス
の
対
象
か
ら
外
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。

契
約
価
格
差
別
理
論
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的
な
著
作
権
法
の
下
で
は
、
直
接
、
複
製
物
を
購
入
し
え
な
い
低
所
得
者
層
に
も
中
古
市
場
や

(
印
)

図
書
館
な
ど
を
利
用
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
論
者
が
主
張
す
る
ほ
ど
に
は
、
死
重
損
失
は
大

き
く
は
な
く
、
逆
に
、
契
約
に
よ
り
こ
れ
ら
の
選
択
肢
を
封
じ
込
め
る
こ
と
を
許
容
す
る
契
約
価
格
差
別
論
の
方
が
社
会
的
な
厚
生
を
増
大

(
初
)

さ
せ
る
と
い
う
保
障
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
現
行
の
著
作
権
法
の
枠
組
み
自
体
が
、
既
に
あ
る
種
の
価
格
差
別
を
行
っ
て
い
る
と

い
っ
て
も
よ
い
。
複
製
に
加
え
て
、
上
演
、
演
奏
、
公
衆
送
信
・
な
ど
の
高
評
価
の
利
用
層
に
対
し
て
個
別
の
権
利
行
使
を
認
め
る
が
、
リ
セ
ー

ル
な
ど
の
低
評
価
層
の
利
用
に
対
し
て
は
フ
ァ
ー
ス
ト
・
セ

l
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
よ
り
権
利
の
行
使
を
控
え
さ
せ
、
さ
ら
に
フ
ェ
ア
・

(
む
)

ユ
ー
ス
の
法
理
に
よ
り
低
廉
な
い
し
無
料
の
利
用
を
許
容
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
契
約
価
格
差
別
理
論
は
、
現
行
法
が
既

に
実
現
し
て
い
る
価
格
差
別
か
ら
あ
え
て
誰
離
し
て
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
の
体
制
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
示
す
必
要

北法53(4・46)1032



(

n

)

(

お
)

が
あ
ろ
う
。

ソフトウェアの保護と競争政策、情報公序論の交錯

く
わ
え
て
、
統
一
価
格
の
下
で
著
作
権
者
が
収
受
し
え
な
い
消
費
者
余
剰
の
領
域
は
、
著
作
権
者
に
と
っ
て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
喪
失

だ
け
で
は
な
く
、
二
次
的
著
作
物
の
創
作
の
た
め
に
利
用
す
る
な
ど
生
産
的
に
著
作
物
を
利
用
す
る
高
所
得
者
層
な
い
し
高
評
価
者
層
の
効

用
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
中
古
市
場
や
図
書
館
な
ど
の
代
替
的
な
選
択
肢
に
よ
り
著
作
物
に
ア
ク
セ
ス
す
る
低
所
得
者
層
も
創
作
者

と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
著
作
権
者
が
獲
得
し
え
な
か
っ
た
消
費
者
余
剰
は
、
他
の
著
作
物
を
よ
り
多
数
購
入
す
る
こ
と
に
向
け
ら

(μ) 

れ
る
結
果
、
広
範
か
っ
豊
富
な
文
化
的
な
素
養
の
下
で
新
た
な
著
作
物
が
創
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
契
約
価
格
差
別

論
は
、
素
材
の
権
利
者
に
よ
り
多
く
の
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
を
認
め
、
も
っ
て
改
良
者
に
コ
ス
ト
の
内
部
化
を
迫
る
か
ら
、
特
に
外
部
効

果
が
高
い
が
ゆ
え
に
、
改
良
者
が
そ
の
社
会
的
な
便
益
の
全
て
を
収
受
し
え
な
い
公
益
的
な
情
報
財
の
生
産
に
つ
い
て
多
大
な
デ
ィ
ス
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
著
作
権
法
の
下
で
は
、
図
書
館
に
よ
る
利
用
な
ど
の
代
替
的
な
手
段
が
こ
の
問
題
を
緩
和

(
お
)

し
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
論
と
し
て
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
論
が
主
張
す
る
新
た
な
制
度
の
方
が
、
伝
統
的
な

(
お
)
(
幻
)

著
作
権
法
の
枠
組
み
よ
り
も
効
率
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
未
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

多
様
性
・
多
元
性

問
題
の
解
決
に
当
た
っ
て
は
、
費
用
便
益
分
析
や
効
率
性
以
外
の
視
点
も
重
要
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
取
引
至
上
主
義
や
契
約
価
格
差
別
理
論
の
下
で
は
、
芸
術
的
な
高
低
を
問
わ
ず
に
他
と
異
な
れ
ば
創
作
性
を
満
足
す
る
と
い

う
伝
統
的
な
著
作
権
法
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た
著
作
物
の
多
様
性
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
契
約
に
よ
る
価
格
差
別

論
の
下
で
は
、
大
量
に
生
産
さ
れ
繰
り
返
し
利
用
さ
れ
る
情
報
財
の
方
が
コ
ス
ト
削
減
に
適
し
て
い
る
の
で
、
利
用
制
限
付
で
低
廉
な
価
格

北法53(4・47)1033
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で
大
量
に
供
給
さ
れ
る
著
作
物
は
(
大
衆
迎
合
的
な
も
の
に
)
標
準
化
さ
れ
た
も
の
と
な
る
傾
向
が
強
ま
る
だ
ろ
う
。
従
前
の
著
作
権
法
の

体
制
下
と
同
程
度
に
、
ヴ
ア
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
著
作
物
が
創
作
さ
れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
価
値
の
あ
る
文
化
的
な
作
(
お
)

品
の
判
別
は
極
め
て
主
観
的
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
誰
か
個
人
や
団
体
に
そ
の
決
定
を
委
ね
て
よ
い
の
か
、
疑
問
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ

(
鈎
)

る。
プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

l
の
責
任
論
に
関
し
て
は
、
責
任
が
強
す
ぎ
る
と
、
情
報
の
発
信
の
メ
デ
ィ
ア
を
分
散
化
さ
せ
る
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
特
質
で
あ
る
多
元
性
が
損
な
わ
れ
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
厳
格
責
任
を
課
す
と
、

B
B
S
の
管
理
者
や
オ
ン
ラ
イ
ン
・
サ
ー
ビ
ス

事
業
へ
乗
り
出
す
者
に
対
す
る
萎
縮
効
果
と
な
り
、
た
と
え
ば
、
趣
味
で
無
料
で

B
B
Sを
開
放
す
る
よ
う
な
個
人
の
シ
ス
テ
ム
・
オ
ベ
レ
ー

(
ぬ
)

タ
ー
の
な
り
手
が
い
な
く
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
厳
格
責
任
説
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

B
B
S
が
侵
害
を
防
が
ず
、
賠
償
も

(
訂
)

困
難
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
権
利
者
に
被
害
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
消
滅
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
著
作

権
者
の
救
済
に
不
足
が
生
じ
て
も
な
お
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
質
の
発
揮
の
方
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
は
、
十
分
に
成
り
立
ち

う
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
著
作
権
と
い
う
も
の
が
単
に
文
化
の
発
展
と
普
及
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ま

(
明
記
)

さ
に
そ
の
究
極
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
え
る
、
だ
ろ
う
。

四

技
術
の
進
展
と
著
作
権
法
に
お
け
る
自
由

印
刷
技
術
の
普
及
(
第
一
の
波
)
に
つ
れ
て
登
場
し
た
著
作
権
法
が
堅
持
す
る
複
製
禁
止
権
中
心
主
義
と
公
の
使
用
行
為
規
制
は
、
複
製

技
術
が
個
人
レ
ヴ
ェ
ル
(
以
下
、
私
的
領
域
)
に
ま
で
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
複
製
技
術
に
投
資
し
た
者
(
た
と
え
ば

出
版
者
)
と
公
の
使
用
者
に
対
す
る
権
利
に
過
ぎ
・
な
か
っ
た
。
(
現
在
と
比
べ
れ
ば
)
非
規
制
者
の
数
は
少
な
く
、
そ
の
監
視
が
可
能
で
あ
っ

北法53(4・48)1034 
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(
お
)

て
、
(
相
対
的
に
は
)
権
利
の
実
効
性
に
惇
る
と
こ
ろ
も
な
か
っ
た
。
複
製
や
公
の
使
用
を
規
制
し
て
も
、
主
と
し
て
(
私
的
領
域
と
区
別

さ
れ
る
意
味
で
の
)
公
的
領
域
が
規
律
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
以
上
、
私
人
の
自
由
へ
の
介
入
の
度
合
い
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
私
人
の
思
索
の
自
由
、
創
作
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
著
作
権
の
保
護
範
囲
が
ア
イ
デ
ィ
ア
に
は
及
、
は

な
い
と
い
う
テ
l
ゼ
を
打
ち
立
て
て
お
け
ば
(
ア
イ
デ
ィ
ア
と
表
現
の
区
別
)
、
私
人
の
行
動
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
が
録
音
、
録
画
、
複
写
と
複
製
技
術
が
次
第
に
私
的
領
域
に
浸
透
し
て
く
る
に
つ
れ
て
(
第
二
の
波
)
、
著
作
権
法
の
建
前
は
私
人

(M) 

の
自
由
に
対
す
る
過
剰
な
制
約
と
な
り
、
逆
に
、
そ
の
実
効
性
自
体
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
は
、
複
製
禁
止
権
中

心
主
義
を
堅
持
し
つ
つ
、
貸
与
権
や
私
的
録
音
録
画
補
償
金
請
求
権
な
ど
、
そ
れ
を
補
完
す
る
規
律
に
よ
り
補
わ
れ
る
な
ど
の
処
置
が
施
さ

れ
て
き
た
。
立
法
論
と
し
て
は
、
著
作
権
者
へ
の
対
価
還
流
を
保
障
し
つ
つ
私
人
の
行
動
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
、
録
音
、
録
画
に
限

ら
ず
複
製
機
器
媒
体
に
対
す
る
課
金
制
度
を
充
実
さ
せ
る
の
と
引
換
え
に
、
著
作
権
の
対
象
外
と
な
る
私
的
複
製
の
範
囲
を
現
行
三
O
条
の

(
お
)

(
準
)
家
庭
内
複
製
か
ら
企
業
内
複
製
等
に
拡
張
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
対
策
が
道
半
ば
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
が
到
来
し
(
第
三
の
波
)
、
誰
も
が
公
に
送
信
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
送
信
の
分
野
で
も
私
的
領
域
と
公
的
領
域
が
淳
然
一
体
化
し
て
分
か
ち
が
た
く
な
っ
て
き
た
。

複
製
禁
止
権
中
心
主
義
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
公
の
」
使
用
行
為
と
い
う
枠
組
み
ま
で
も
が
、
私
人
の
自
由
へ
の
過
度
の
介
入
を
防
ぐ
装
置

と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
後
、
コ
ピ

l
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
や
送
受
信
に
対
す
る
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
等
に
よ
る
著
作
権
の
防
衛

体
制
の
構
築
が
進
ん
で
い
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
著
作
権
者
へ
の
利
益
の
還
流
を
容
易
と
す
る
た
め
の
中
間
的
な
手
段

と
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
除
技
術
の
普
及
と
課
金
体
制
の
構
築
が
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
も
な

北j去53(4・49)1035 

い
と
、
種
々
の
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
は
、
複
製
技
術
と
送
受
信
技
術
の
普
及
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
の
便
益
を
社
会
が
、
と
い
う
よ
り

は
私
人
全
員
が
存
分
に
享
受
す
る
こ
と
に
失
敗
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
著
作
権
法
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
複
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(
お
)

製
禁
止
権
中
心
主
義
、
公
の
使
用
行
為
規
制
の
併
用
主
義
か
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
著
作
権
の
根
拠
付
け
に

(
幻
)

関
し
て
は
、
自
然
権
論
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
論
が
対
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
前
記
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
論
に
立
脚

す
る
者
だ
け
が
迫
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
自
然
権
論
に
立
脚
す
る
と
し
て
も
、

人
が
何
か
を
創
作
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
社
会
を
新
た
な
技
術
が
到
来
す
る
以
前
の
状
態
の
方
向
に
揺
り
戻
す
モ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
働
き
う

る
ほ
ど
の
強
い
命
題
と
し
て
主
張
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
な
の
か
、
根
本
的
な
検
討
が
必
要
と
な
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、

g丘
g
B仏
冨
}
内
向
島
。
宅
ロ
の
方
策
は
、
著
作
権
法
の
明
文
で
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
般
に
著
作
権
法
の
制
限
規
定
が
限
定
列
挙
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
日
本
法
の
下
で
は
、
本
を
紹
介
す
る
た
め
に
表
紙
(
お
)

を
小
さ
く
掲
げ
た
り
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
絵
画
や
人
形
の
写
真
を
小
さ
く
掲
載
す
る
行
為
な
ど
に
も
権
利
が
働
く
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、

で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、

無
闇
な
負
担
を
プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ
l
等
に
課
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

し
か
し
、
現
行
の
著
作
権
法
の
制
限
規
定
が
本
当
に
限
定
列
挙
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
法
務
部
長
が
出
張
先
で
の
会
議
中
に

必
要
が
生
じ
て
、
部
内
で
購
入
し
て
お
い
た
蔵
書
の
注
釈
書
の
該
当
頁
を
部
下
に
命
じ
て
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
送
ら
せ
る
行
為
(
複
製
に
該
当
す

る
)
ま
で
も
が
、
著
作
権
侵
害
と
な
っ
て
し
ま
う
。
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
規
定
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
解
釈
論
と

(
鈎
)

し
で
も
、
権
利
濫
用
等
の
法
理
で
対
処
し
う
る
可
能
性
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
圧
縮
技
術

(
M
P
3
)
を
用
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
経
由
で
ユ
ー
ザ
ー
聞
の
音
楽
フ
ァ
イ
ル
の
交
換
を
促

(ω) 

進
し
て
い
た

Z
岳
民
R
杜
の
サ
l
ヴ
イ
ス
に
対
し
て
、
レ
コ
ー
ド
会
社
の
著
作
権
に
基
づ
く
仮
処
分
的
差
止
命
令
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事

(
H
U
)
 

件
が
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
類
似
の
サ
l
ヴ
ィ
ス
に
対
し
て
日
本
音
楽
著
作
権
連
盟
(
』
〉
∞
河
〉
の
)
と
日
本
レ
コ
ー
ド
協
会
が
申
し

(
必
)

立
て
た
仮
処
分
事
件
で
、
や
は
り
差
止
め
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
解
釈
論
は
と
も
か
く
、
立
法
論
と
し
て
考
え
れ
ば
、
世

最
近
、

界
中
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
ー
の
パ
ソ
コ
ン
と
フ
ァ
イ
ル
を
共
有
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
昔
前
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
夢
の

jヒI去53(4・50)1036



よ
う
な
話
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
技
術
的
な
進
歩
の
利
用
を
妨
げ
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
著
作
権
法
を
し
て
、
技
術
的

(必
)
(
H
H
)

に
時
代
遅
れ
に
な
り
つ
つ
あ
る
メ
デ
ィ
ア
の
既
得
権
益
を
維
持
す
る
た
め
の
道
具
に
庇
め
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
作
権
法

の
究
極
的
な
目
標
が
、
著
作
物
の
創
作
活
動
を
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
作
物
の
普
及
を
促
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
を

実
現
し
う
る
よ
う
、
技
術
や
社
会
の
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
て
著
作
権
法
も
変
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

五

ま
と
め

ソフトウェアの保護と競争政策、情報公序論の交錯

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
が
到
来
し
、
世
界
中
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ぼ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
誰
も
が
メ
デ
ィ
ア
の
発
信

者
と
な
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
劣
化
す
る
こ
と
な
く
繰
り
返
し
複
製
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
技
術
も
普

及
し
て
い
る
現
在
、
著
作
権
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
理
解
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
技
術
的
、

社
会
的
環
境
の
変
化
は
、
人
間
の
活
動
の
領
域
が
そ
れ
だ
け
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
著
作
権
法
の
枠
組
み
を
元
の
ま
ま

と
す
る
な
ら
ば
、
過
度
に
人
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
著
作
物
の
発
表
が
容
易
に
な
っ
て
い
る

(
川
町
)

以
上
、
著
作
権
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
弱
め
て
も
差
し
支
え
な
い
と
さ
え
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
や
映
画
な
ど

の
資
本
集
約
的
な
成
果
物
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
フ
リ

l
ラ
イ
ド
問
題
が
あ
る
以
上
、
著
作
権
の
保
護
が
な
く
な
っ
て
も
よ
い
と
い

う
こ
と
は
な
い
が
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
技
術
に
よ
り
、
現
状
よ
り
も
著
作
権
が
強
固
に
保
護
さ
れ
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ

(
紛
)

の
場
合
に
は
、
逆
に
著
作
物
の
利
用
を
普
及
さ
せ
る
よ
う
な
法
的
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
必
要
す
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ネ

l
ッ

ト
時
代
が
著
作
権
制
度
に
突
き
つ
け
て
い
る
も
の
は
、
新
し
い
時
代
に
適
合
し
た
権
利
の
保
護
と
利
用
者
の
自
由
の
確
保
の
バ
ラ
ン
ス
の
仕

組
み
な
の
で
あ
る
。
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シンポジウム

(
1
)
著
作
権
侵
害
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
か
、
認
識
し
う
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
作
権
侵
害
を
教
唆
、
誘
発
し
た
り
、
実
質
的
に

侵
害
に
寄
与
し
た
者
に
責
任
を
課
す
法
理
。

(
2
)
侵
害
者
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
と
能
力
が
あ
り
、
侵
害
か
ら
直
接
、
経
済
的
な
利
益
を
受
け
て
い
る
者
に
責
任
を
課
す
法
理
。

(
3
)

一
九
九
八
年
改
正
著
作
権
法
問
凶
己
(
円
)
会
)
(
〉
)
・
宙
)
。
も
っ
と
も
、
改
正
法
の
下
で
従
来
の
代
位
責
任
の
法
理
と
同
様
の
責
任
を
プ
ロ
ヴ
ア
イ

ダ
ー
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
く
は
な
い
。
代
位
責
任
の
要
件
の
理
解
次
第
で
は
、
プ
ロ
ヴ
ア

イ
ダ
ー
が
責
任
を
負
担
す
る
場
面
が
増
え
、
次
に
述
べ
る
ロ

S
8
g全
保
刊
号
垣
ロ
に
よ
る
免
責
が
無
意
味
に
な
り
か
ね
な
い
。

(
4
)

一
九
九
八
年
改
正
著
作
権
法
叩

2
M
(円)(同
)
(
0・
(
問
)
。
権
利
を
主
張
す
る
者
か
ら
所
定
の
要
件
の
下
で
侵
害
を
示
す
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

プ
ロ
ヴ
ア
イ
ダ

l
は
問
題
の
フ
ァ
イ
ル
を
削
除
す
る
等
の
手
段
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
フ
ァ
イ
ル
を
蓄
積
し
た
者
に
そ
の
旨
を
知
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
蓄
積
者
か
ら
の
反
対
通
知
、
権
利
を
主
張
す
る
者
の
裁
判
所
へ
の
侵
害
訴
訟
の
提
起
等
の
手
続
が
続
く
が
、
詳
細
は
省

略
す
る
。

(
5
)
詳
細
は
、
田
村
善
之
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
侵
害
の
成
否
と
責
任
主
体
」
同
編
『
情
報
・
秩
序
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
(
一
九
九
九
年
・

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
)
参
照
。

(
6
)
こ
の
他
、
』

5
2
W
C可】
0・
n
E
m
-
-
Z
0
8・
2
Z
5
5
開
ngos-nE是
2
・
Enn
巴∞
B
E
E
-
oロ
吉
弘

U
G
M
E
P
8
2予
出
〈
〉
Z
U
・
戸
男

2
・

N
O
S
-
M
C
M
O
'
N
O
M
-
G
S
O
)
は
、
技
術
的
な
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
と
ラ
イ
セ
ン
ス
条
項
に
よ
り
、
オ
ー
プ
ン
ソ

l
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
上
で

D
V
D

を
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
例
を
挙
げ
る
。

(
7
)
曽
野
裕
夫
「
情
報
契
約
と
知
的
財
産
権
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
七
六
号
八
九
頁
(
二

0
0
0
年)。

(
8
)
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
コ
メ
ン
ト
で
は
、
「
イ
ノ
ヴ
エ
イ
シ
ヨ
ン
、
競
争
、
フ
ェ
ア
・
コ
メ
ン
ト
に
関
す
る
も
の
」
が
基
本
的
公
序
の
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
曽
野
・
前
掲
注

(
7
)
八
九
頁
。

(
9
)
詳
細
は
、
曽
野
・
前
掲
注

(
7
)
、
同
「
情
報
契
約
に
お
け
る
自
由
と
公
序
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
九
|
一
一
(
二

0
0
0
年
)
を
参
照
。

(
叩
)
詳
細
に
つ
き
、
文
化
庁
長
官
官
房
著
作
権
課
内
著
作
権
法
令
研
究
会
H
通
商
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
編
『
著
作
権
法
・
不
正
競
争
防
止
法

改
正
解
説
』
(
一
九
九
九
年
・
有
斐
閣
)
一
四
一

1
一
四
八
頁
、
芹
津
英
明
「
ア
ク
セ
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
耳
目

Z
E
Eミ
E
5
8
2」
ジ
ユ
リ

ス
ト
一
一
七
三
号
(
二

0
0
0
年)。

(日

)
p
g
r
国・開曲目円四『
v
g
o
F《
Uubmg宮
町
四
富
士
宮
町
四
h

曲
者
。
ご
宮
問
。
ロ
タ
お
ま
白
内
自
・
戸
開
。
〉
円
・
明
-
M
S
e
M
O
W
N
-
o
'
詳
細
は
、
芹
津
英
明
「
2
d
Q
)
〈・
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N
a
s
g宮
司
加
の
分
析
」
法
学
六
一
巻
二
号
二
=
二

1
二
四
三
頁
(
一
九
九
七
年
)
、
田
村
善
之
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
著
作
権
|
著
作
権
法
の
第

三
の
波
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
九
二
・
二
O
四
i
二
O
五
頁
(
二
0
0
0
年
)
の
紹
介
を
参
照
。

(
ロ
)
同
¥
『
円
旦
吉
田
白
丘
ア
同

E
m
p岳町『
FO明
色
刃
向
間
5
0
『Oて
の
ち
g
宮
nnJ
凶
ud--J・H4・円、
.MN2・
3
凶
4
5お
-
。
主
(
石
室
)
・
詳
細
は
、
田
村
・
前
掲
注

(
日
)
二
O
三
よ
一
O
四
頁
の
紹
介
を
参
照

o
Zロ
ぞ
2
2
8
n
r
Z包
g
a・
9
哩
口
開
Z
S
ι
乙)刊
gongzn
口
丘
二
。

2
2ア
5
a
ペ
〉
目
戸
』

-M∞凶咽

混血
EM∞叫咽凶
S
B凶
ニ
(
石
ま
)
は
、
こ
の
よ
う
に
現
実
の
世
界
を
取
引
費
用
ゼ
ロ
の
の

2
8
2
者
2
5
に
で
き
る
か
ぎ
り
近
く
す
る
よ
う
に
法
制
度

を
設
計
し
よ
う
と
試
み
る
発
想
を
採
る
者
に
、

52-gMEM-
と
い
う
名
称
を
与
え
る
と
と
も
に
、
創
作
活
動
の
奨
励
と
創
作
物
の
普
及
を
著
作

権
法
の
目
的
と
捉
え
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
論
よ
り
も

son-阻害
2
2
の
理
論
の
方
が
権
利
の
範
囲
を
強
大
な
も
の
に
し
が
ち
で
あ
る
、
と
指
摘
す

る。

(
日
)
侵
害
の
場
合
の
救
済
を
差
止
め
で
は
な
く
損
害
賠
償
に
止
め
る
と
い
う
形
で
裁
判
所
に
よ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
強
制
を
実
現
す
る
こ
と
が
妥
当
な

ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ
、
〉
ヨ
2
8口。
g
m『8
Z可回目
n白
-CEOロ
〈

-
U凶白
BEn--
。
。
出
足
唱

-
P
3
0
'
3
M
(目
白
『
・

3
E
)

(
比
)
消
費
者
向
け
に
供
給
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
商
業
的
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
シ
ュ
リ
ン
ク
ラ
ッ
プ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
条
項
が
付
さ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
た
閉
ざ
の

P
E
n
-
〈

N
n
E
g
g
G岨
∞
品
目
岩
手
当
(
斗
門
町
内
町
・

3
ま
)
(
芹
淳
・
前
掲
注
(
日
)
参
照
)
に

お
け
る
司
S
W
E
2
2
σ
8
0
r
判
事
(
注
(
日
)
参
照
)
の
説
示
が
、
そ
の
端
緒
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
(
者
g
身
』
。
。
E
o
p
g
E
'

g
n
g
-
司『
O官
3
a
E
2
0仲間
2
5
5
5
R
Z
Z
2
2
0
5
言
内
。
=
5
2・
3
〈

Uz--
穴
凹

Z4JF-m型
己
戸
己
認
1
3∞品。
(-33)
。
ま
た
、
批
判
者

か
ら
、
(
相
対
的
に
は
)
洗
練
さ
れ
た
契
約
価
格
差
別
理
論
で
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
者
三
百
言
者
・

2
谷
戸
司
さ
宮
3
8
ι
。
S

5
2
2
吾
O
E
m
s
n
F
3
n
E
-
E凶
Z
J
F
-
E〈
--NE--N岩
ム

N出
会
事
国
)
で
あ
る
(
後
述
注
(
幻
)
参
照
)
0

本
文
の
要
約
は
、
批
判
者
で
あ
る

芝
山
町
間
内
。

F
2・
0}喧
ユ
加
宮

S
E
Z
F乱開
n
Zリ
E『5
・
出
〈
〉
ZU
門
知
開
〈
コ
3
・
-
∞
忠
ム
∞
S
Q
C
C
C
)

に
依
っ
た
。

(
日
)
門
司
盟
国

Fnア
国
己
目

Mg
口。

s-AF
白ニ
M
C
M

(
凶
)
ポ

l
ル
・
ミ
ル
グ
ロ
ム
H

ジ
ョ
ン
・
ロ
パ

l
ツ
(
奥
野
正
寛
他
訳
)
『
組
織
の
経
済
学
』
(
一
九
九
七
年
・

N
T
T
出
版
)
一
一
一
八
1
四
二
頁
。

(
げ
)
田
村
・
前
掲
注
(
日
)
二
O
五
頁
。

(
刊
日

)
C品
目
白
星

-
g
E
B
p
m
a由
民
吉
田
明
吾
刊
玄
器
刊
百
包

-E5
〉
宅
司
O
R
E
S
E『
己
目
立

E
口問
5
0司
2
3晶
Z
F
E
E
S
∞
E

3
・
2
・
HZ4戸・
2

2・

「
-
f
A
S
a
E
2
3
3
(そ
の
紹
介
と
し
て
、
村
井
麻
衣
子
「
複
製
許
諾
シ
ス
テ
ム
と

E
2
5」
北
海
道
大
学
法
学
研
究
科
修
士
論
文
(
未
公
刊
)
)
。

フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
を
市
場
の
失
敗
を
治
癒
す
る
理
論
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た
の
は
、
者

g身
旬
。
。
丘

O
P
E
-『
己
目
白
血
目
玄
R
r
a
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F
E
E円四一〉∞
g
n
g邑
自
己
開

g
ロ
OBFn
〉
E
q
2
0
2
F町
田
町
宮
言
自
の
同
国

2
E
5
p
a
R
2
8
F
巴
。
。

E
宮
戸
列
門
了
尽
き
(
]
混
同
)
で
あ
る
。
簡
単

に
い
え
ば
、
川
市
場
が
失
敗
し
て
お
り
、
山
著
作
権
者
か
ら
利
用
者
に
当
該
利
用
を
行
う
権
利
を
移
転
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
望
ま
し
く
、
同

著
作
権
者
の
創
作
と
著
作
物
の
普
及
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
を
不
相
当
ぷ
害
す
る
も
の
で
は
な
い
場
合
に
、
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
が
肯
定
さ

れ
る
と
い
う
の
で
あ
る

(E-
巳

-
2令
5
5
)
。
円
2
8
は
、
こ
の
。
。

a
g
の
枠
組
み
に
立
脚
し
た
と
し
て
も
、
先
に
紹
介
し
た
〉

S
E
n
g

。
g
q
a
s腎
邑
匂
包
。
ロ
〈

U
E
S
E
n
-
の
ケ
l
ス
の
よ
う
な
研
究
目
的
で
外
部
効
果
の
高
い
利
用
形
態
の
場
合
に
は
依
然
と
し
て
市
場
が
失
敗

し
て
い
る
と
評
価
し
て
、
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
成
立
を
維
持
す
る

9
2
8・
包
出
)
。
ち
な
み
に
、
。
。
丘

Oロ
は
、

Z阿国

(Z邑
O
E
-
-ロ
s
z
g
。同

国
田
島
町
)
の
図
書
館
と

Z
F冨
(Z呂
Oロ包

E
Z
R可
。
叫
玄
邑
お

50)
図
書
館
に
お
け
る
複
写
に
つ
い
て
著
作
権
侵
害
を
否
定
し
た
ま
一
一

-g国
持
者
百
'

E
g
n
0・〈
-
C
5
a
∞
gop#MOd-∞・
3
a
(苫
司
)
)
を
批
判
的
に
論
評
す
る
際
に
、
集
中
処
理
機
関
が
整
備
さ
れ
市
場
の
失
敗
が
治
癒
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
い
う
事
情
が

E『
E
8
の
成
立
を
否
定
し
う
る
方
向
に
働
く
旨
を
示
唆
し
て
い
た
が

(E-
白
こ
か
主
)
、
同
時
に
別
の
箇
所
で
、
外

部
性
の
問
題
が
第
二
の
要
件
の
吟
味
を
難
し
く
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
(
釦
ニ

2
uム
告
少
広
詰
'
E凶戸)・

と
こ
ろ
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
フ
ア
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
を
市
場
の
失
敗
の
問
題
に
完
全
に
還
元
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

も
議
論
が
あ
る
(
出
国

F
2・
2唱
a
s
s
-少
巳
己
主
、
吉
田
邦
彦
「
情
報
の
利
用
、
流
通
の
民
事
的
規
制
」
同
『
民
法
解
釈
と
揺
れ
動
く
所
有
論
』

(二

0
0
0
年
・
有
斐
閣
)
四
七
三

1
四
七
五
頁
)
。
市
場
の
失
敗
に
着
目
す
る
の
。

E
S
の

E
円

E
g
理
論
に
対
し
て
は
、
後
の
裁
判
例
に
対
し

て

E
2お
の
成
立
を
否
定
さ
せ
る
方
向
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
評
価
を
与
え
る
も
の
も
あ
り

(Z包
ga-
明石
5
5
8
p
a
話。，
M∞
コ

3
ま))、

。
o
a
g
自
身
、
以
降
、
非
金
銭
的
な
価
値
を
よ
り
い
っ
そ
う
重
視
す
る
方
向
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
区
民
凶

S'凶ご)。

た
と
え
ば
、
当

g
身
旬
。
。
三
。
=
・
〉
閉
ざ
宮

3

E凹
E
S
P
-小
関
与

B
E。
口
一
間
宮
佐
々

g
ι
E
e
i吉田
-
Z同
国
百
円

y
o
z
a
z
E
F
m
w唱
え

ES--onZ色

耳
8
0
3〕〉
5
M
J
E
E
r
』・

5
出・
-
U
凶∞
s
u
p
G凶令叶
M
2
3
3
は、

Z
Z
F
o
n
r
に
つ
き
、
人
は
労
働
に
よ
っ
て
作
り
出
し
た
も
の
を
所
有
し
う
る

と
す
る
そ
の
原
理
が
、
他
者
が
そ
の
労
力
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
自
身
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
労
働
が
盗
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
と
い
う
理
屈
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、
無
体
物
で
は
あ
る
が
労
働
の
所
産
で
あ
る
著
作
物
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
著
作
権
も
自
然

権
と
な
る
は
ず
で
あ
る
と
理
解
し
な
が
ら
も
(
広
・
良
広
主
1
-
3
3
、
他
方
で
、
こ
れ
だ
け
人
工
の
物
が
あ
り
ふ
れ
て
お
り
、
他
人
の
著
作
物
に

取
り
囲
ま
れ
て
い
る
社
会
で
は
、
他
人
の
著
作
物
を
利
用
し
え
な
い
限
り
、
自
己
の
世
界
を
表
現
す
る
自
由
を
実
現
し
え
な
い
か
ら

E
z
a
-

-ug)、
両
者
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
他
人
の
著
作
物
を
利
用
し
え
な
い
場
合
に
は
自
己
の
世
界
他
者
に
十
分
に
そ
し
て
同
じ

よ
う
に
た
っ
ぷ
り
と
残
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
自
己
の
も
の
と
な
し
う
る
と
す
る
ロ
ッ
ク
的
但
書
き
に
基
づ
い
て
自
然
権
と
し
て
の
著
作
権
を

北法53(4・54)1040 
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制
限
し
う
る
、
と
示
唆
す
る

E
S
Sム
ヨ
N
・
森
村
進
『
ロ
ッ
ク
所
有
論
の
再
生
』
(
一
九
九
七
年
・
有
斐
閣
)
二
五
八
1
二
五
九
頁
、
小
泉
直

樹
「
著
作
権
制
度
の
規
範
理
論
」
同
『
ア
メ
リ
カ
著
作
権
制
度
』
(
一
九
九
六
年
・
弘
文
堂
)
二
八

1
三
七
頁
の
紹
介
を
参
照
。
た
だ
し
、
後
者

に
つ
き
、
吉
田
・
前
掲
四
七
七
頁
の
指
摘
に
注
意
)
(
な
お
、
差
止
め
を
許
さ
ず
損
害
賠
償
請
求
の
み
を
可
能
と
す
る

E
E
ξ
g庁
や
、
も
っ
ぱ

ら
フ
リ
i
ラ
イ
ド
の
み
を
目
的
と
す
る
寄
生
的
な
利
用
者
H
2
0
耳
目
出
品
の
み
を
規
律
す
る
法
理
の
可
能
性
に
つ
き
、
。
。
三
。
P

由
門
戸
凶
示
ム
ヨ
∞
を

参
照
)
。
さ
ら
に
は
、
円

cnrの
所
有
論
の
前
提
に
は
他
人
の
自
白
や
身
体
を
そ
の
同
意
な
し
に
侵
害
す
る
権
利
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
「
自
己
所
有
権
」
の
発
想
が
あ
る
か
ら
、
他
者
の
活
動
を
制
約
す
る
著
作
権
を
自
然
権
と
し
て
根
拠
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
著

作
権
の
正
当
化
根
拠
は
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
論
に
求
め
る
ほ
か
な
い
'
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
(
傍
証
と
し
て
当
時
の
著
作
権
に
関
わ
る

制
度
に
関
す
る

F
R
r
の
書
簡
に
お
け
る
評
価
を
引
き
つ
つ
、
森
村
・
前
掲
一
二
一
・
二
四
一

1
二
六
一
頁
。
白
田
秀
彰
「
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
の

史
的
展
開

(
7
)
」
一
橋
研
究
一
二
巻
三
号
一

0
0
1
一
O
九
頁
(
一
九
九
六
年
)
も
参
照
)
。

(
問
)
。
o
a
oロ・
2
官
白
ロ
O
R
E
-
m
w門戸凶寸一
N
E

己斗
m
y
-
凶
器
-

(
却
)
内
。
F
m
ロ・

2-vgEos-品@白押戸∞
oa--
∞C
叶・

(
れ
)
。
2
a
o
p
明石
3
8
8
E
-
恒
二
凶

S
・
5
叶M
E
己
認
-
∞
ミ
-
0
・
8
-
U
5
5
8
少

包
N
C
M
甲
・
日
本
法
で
は
、
カ
ラ
オ
ケ
に
よ
る
演
奏
と
市
販
の
テ
l
プ
の
関

係
(
田
村
善
之
『
著
作
権
法
概
説
』
(
初
版
・
一
九
九
八
年
・
有
斐
閣
)
一
五
O
頁
)
、
複
製
物
の
譲
渡
に
よ
る
消
尽
と
貸
与
権
、
演
奏
権
の
行

使
の
関
係
な
ど
に
も
、
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
『
著
作
権
法
概
説
』
(
第
二
版
・
二
O
O
一
年
・
有
斐
閣
)
一
一
一
六
・
五
八
九
頁
)

0

こ
の
よ
う
な
見
方
の
下
で
は
、
友
人
の
た
め
に
コ
ピ
ー
す
る
と
い
う
些
細
な
違
法
複
製
を
権
利
者
が
完
全
に
は
把
握
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
す

ら
、
需
要
者
に
限
界
費
用
の
近
く
で
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
価
格
差
別
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
と
理
解
し

う
る
(
回
。
三
タ
巳
N
O
凶(})。

ち
な
み
に
、
特
許
法
に
比
べ
る
と
、
著
作
権
法
は
多
様
な
価
格
差
別
の
方
策
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る

3
2
s
o
p
民
己
斗
。
)
。
競
業
活
動

の
み
を
規
制
す
れ
ば
足
り
る
特
許
法
と
異
な
り
、
著
作
権
法
は
、
文
化
に
関
わ
る
創
作
活
動
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
た
め
に
、
私
人
の
文
化
活
動
に
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
多
様
な
利
用
者
層
を
規
律
す
る
分
、
よ
り
多
く
の
調
整
が
必
要
と
な
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
。
。
a
o
p
回
毎
日
ロ
。
お
玉
虫
己
∞
凶
ム
凶
∞
h

ア
∞
。
三
夕
日
ロ
可
5
5
8
a
-
出向
M
O
凶
。
・
著
作
権
法
に
よ
り
特
定
の
価
格
差
別
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
連
邦
の
州
法
(
こ
の
場
合
は
契
約
法
)
に
対
す
る
専
占
の
問
題
が
生
じ
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
を
可
能
と
す
る
シ
ュ
リ
ン
ク
ラ
ツ

北j去53(4・55)1041 



シンポジウム

プ
条
項
の
有
効
性
を
否
定
す
る
方
向
に
齢
酌
さ
れ
よ
う
(
。
c
E
C
P
巳
己
∞
小
)
。

(
お
)
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
情
報
の
拡
布
に
は
希
望
額
毎
に
需
要
者
層
を
特
定
す
る
と
と
も
に
裁
定
を
防
ぐ
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
仕
組
む
と
い
う
コ
ス
ト
が
掛
か
る
と
こ
ろ
(
ペ
。
♀
巳
回

S
E
R
-
E
E
B
a
5
2
え
ま
〈
即
席
。
丘
町
ロ
ロ
加

E
F『
邑
邑

s
-
2
8
n
c
o
g・
3

〈
〉
Z
0
・
「
智
〈

-NOS-MSNBNoaQSO))
、
情
報
の
生
産
者
は
限
界
費
用
(
ゼ
ロ
)
し
か
支
弘
わ
な
い
(
つ
ま
り
無
料
で
し
か
情
報
を
受
け
取

ら
な
い
)
需
要
者
に
対
し
て
情
報
を
拡
布
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
持
た
な
い
が
、
他
方
で
、
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
情
報
に
注
意
を
向
け
る

利
用
者
へ
情
報
を
供
給
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
は
厚
生
の
損
失
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
契
約
価
格
差
別
理

論
に
は
理
論
的
な
欠
陥
が
あ
る
、
と
い
う
批
判
も
あ
る

(
E
-
a
M
O
S
Nま
少

M
0
3
N
S少
回
。
三
白
唱
田
吾
B
5
8
少
巳
包
凶

C
B
8
2
)
・
そ
も
そ
も
、
い

か
に
コ
ス
ト
を
か
け
よ
う
と
も
、
一
人
一
人
の
需
要
者
の
選
好
に
完
全
に
対
応
し
た
価
格
差
別
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ

り
、
ど
う
し
て
も
あ
る
程
度
、
需
要
者
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
た
う
え
で
、
当
該
グ
ル
ー
プ
内
の
需
要
者
の
標
準
的
な
選
好
に
対
応
し
た
、
そ
の

意
味
で
相
対
的
に
大
ま
か
な
価
格
差
別
を
実
現
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
ほ
か
な
い
場
合
が
大
半
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
設

定
さ
れ
た
価
格
は
当
該
グ
ル
ー
プ
内
の
死
重
損
失
を
完
全
に
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
不
完
全
な
価
格
差
別
に
よ
っ

て
厚
生
が
改
善
す
る
か
ど
う
か
は
、
不
確
実
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
(
並
行
輸
入
を
禁
止
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
論
点
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
浜
田
宏
一
「
特
許
権
の
並
行
輸
入
差
止
め
の
是
非
に
つ
い
て
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
九
四
号
七
八

i
七
九
頁
(
一
九
九
六
年
)
を
参

照
)
。
な
お
、
よ
り
根
源
的
な
疑
問
と
し
て
、
現
在
の
シ
ス
テ
ム
で
、
情
報
に
対
す
る
個
人
の
選
好
は
、
ラ
ン
ダ
ム
で
互
い
に
無
関
係
に
見
え
る

情
報
を
フ
リ
ー
で
大
量
に
集
積
し
て
い
く
経
験
の
な
か
で
培
わ
れ
て
い
る
。
時
間
の
限
定
付
き
で
、
絶
え
ず
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
決
裁

が
進
行
す
る
な
か
で
情
報
を
摂
取
さ
せ
る
完
全
な
契
約
価
格
差
別
理
論
の
世
界
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
選
好
が
形
成
さ
れ
る
の
か
、
不
分
明
な

と
こ
ろ
が
残
る
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
(
因
。
三
タ
包
邑
凶
N
)
。

こ
の
他
、
契
約
価
格
差
別
理
論
に
限
ら
ず
、
資
産
効
果
を
無
視
し
て
厚
生
を
計
算
す
る
こ
と
一
般
に
つ
き
ま
と
う
根
本
的
な
問
題
も
あ
る
。

具
体
例
で
い
え
ば
、
極
め
て
喉
が
乾
い
て
い
る
の
だ
が
一
ド
ル
し
か
財
産
が
な
い
者
に
と
っ
て
水
は
一
ド
ル
し
か
「
価
値
」
が
な
く
、
ほ
と
ん

ど
暑
い
と
思
っ
て
い
な
い
の
だ
が
裕
福
な
た
め
に
水
に
四
ド
ル
の
値
段
を
付
け
る
者
に
と
っ
て
水
は
四
ド
ル
の
「
価
値
」
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

前
者
に
水
を
与
え
て
後
者
の
オ
フ
ァ
ー
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
に
三
ド
ル
の
損
失
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る

(因。三
0

・
包

NSN)
。
こ
の
計
算
方
法
の
下
で
は
、
高
所
得
者
の
損
失
の
方
が
定
型
的
に
大
き
く
算
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

(E-
包
S
N
3
。
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(

担

)

【

U
O
E
m
p
吉
田
肖
白
口
。
B
E唱曲片山∞。吋・

(お

)
n
o
z
p
z
-
M
S
E
R
E
-
同
二
∞
ロ
ム
∞
己
・

(

お

)

【

u
o
z
o
p
g官
同
ロ
0
8
E唱
曲
二
∞
。
斗
ム
∞
。
∞
・
回
。
『
-
m
・

8-M円曲目。
s
m
F
E同

NO凶0
・
MO凶凶
eMO当
'MO凶唱・

(
幻
)
ま
た
、
フ
ア
ア
・
ユ

l
ス
の
法
理
や
ア
イ
デ
ィ
ア
他
の
著
作
権
の
保
護
範
囲
外
の
も
の
を
利
用
す
る
創
作
活
動
が
阻
害
さ
れ
か
ね
な
い
と
い

う
懸
念
に
対
し
て
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
論
者
は
、
合
理
的
な
著
作
権
者
は
創
作
物
の
改
良
に
つ
い
て
ラ
イ
セ
ン
ス
を
与
え
る
だ
ろ
う
か
ら

弊
害
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
か
り
に
著
作
権
者
が
合
理
的
に
行
動
し
う
る
と
し
て
も
、
事
前
に
価
値
の
あ
る
改
良
者
を
特
定
す
る
こ
と
は

岡
難
で
あ
る
。
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
価
値
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
改
良
者
は
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
支
払
い
に
当
て
る
資
金
の
獲
得
に
困
難
を
感

じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
く
わ
え
て
、
現
在
の
創
作
者
と
将
来
の
創
作
者
の
聞
の
取
引
に
は
戦
略
的
行
動
な
ど
重
大
な
取
引
コ
ス
ト
が
発
生
す
る

だ
ろ
う

(
n
s
g
L吾
B
S
B
E
e
民

-
8
3
0
ま
し
て
や
契
約
に
よ
り
価
格
差
別
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
種
の
市
場

支
配
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
論
者
が
、
非
合
理
的
も
し
く
は
合
理
的
な
が
ら
社
会
的
に
は
非
効

率
的
な
ラ
イ
セ
ン
ス
に
関
す
る
決
定
は
市
場
の
働
き
に
よ
り
是
正
さ
れ
る
と
い
う
と
す
れ
ば
、
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
(
同
島
・
国
円
-
∞
H
O
I
-
∞
戸

∞g
E芦
田
吾
B
5
8
N凶
-
a
M唱斗∞
'MO司
)
。
そ
も
そ
も
、
一
般
的
に
は
代
替
品
が
存
在
す
る
こ
と
の
方
が
通
例
で
あ
る
以
上
、
著
作
権
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
市
場
の
独
占
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
o

既
に
独
占
が
存
す
る
と
こ
ろ
で
(
完
全
な
)
価
格

差
別
が
社
会
的
な
効
用
を
改
善
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
未
だ
独
占
が
な
い
と
こ
ろ
で
独
占
の
獲
得
を
実
現

す
る
手
段
と
し
て
の
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
が
推
奨
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
(
。
。
丘
。
E
・
g
-
u
S
S
R
-品
唱
民
己
∞
∞
)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
に
よ
る
価
格
差
別
論
を
支
持
す
る
者
三
5
B
者
・
ヨ
田
町
四
『
は
、
本
文
や
本
注
に
指
摘
し
た
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
に
、

特
定
の
ア
ク
セ
ス
や
利
用
に
関
す
る
公
益
を
留
保
す
る
た
め
に
強
行
法
規
的
な
著
作
権
制
限
条
項
を
抱
き
合
わ
せ
る
こ
と
を
主
張
す
る
(
白
谷
界

的吾
E
S
S
E
-
恒
二
区
φ
口
出
)
。
し
か
し
、
制
限
が
及
ば
な
い
利
用
を
理
論
的
に
認
め
た
と
し
て
も
、
契
約
違
反
の
訴
訟
に
お
い
て
抗
弁
と
し
て

主
張
し
う
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
個
人
の
行
動
を
著
し
く
制
約
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
特
に
価
格
差
別
が
技
術
的
な
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン

に
よ
り
実
現
さ
れ
て
い
る
場
合
に
そ
れ
が
妥
当
す
る
(
の

DEg-
巳
-
∞
-
凶
ム
∞
広
)
。

あ
る
い
は
、
出
岳
民
を
擁
護
す
る
者
は
、
創
造
的
な
利
用
等
に
対
し
て
多
く
の
例
外
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
た
め
に
も
複
製
物
の

再
譲
渡
等
の
裁
定
を
厳
し
く
制
約
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
(
田
舎
戸
巳
己
凶
ド
ロ

3
・
芯
ム
少
ロ
ヨ
を
参
照
)
。
し
か
し
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
誰
が
創
作
者
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
事
前
に
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
直
ち
に
創
作
し
な
い
人
は
、
将
来
も
全

北法53(4・57)1043
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く
創
作
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
偶
発
的
な
ア
ク
セ
ス
や
利
用
を
繰
り
返
し
、
長
期
間
を
か
け
て
無
数
の
著
作

物
に
接
す
る
な
か
か
ら
創
作
的
な
活
動
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る

(
n
s
g咽白ニ∞】
AF
切

C
1タ
∞
吾
呂
田
。
お
少
包
邑
凶

M-
∞S
E
R
-
a
N
Cぷ
)
0

こ

の
他
、
契
約
価
格
差
別
理
論
に
は
、
再
利
用
に
対
し
て
大
き
な
制
約
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
低
所
得
者
層
か
ら
は
創
作
者
が
生
ま
れ
る
こ
と

が
期
待
し
に
く
く
な
る
と
い
う
弊
窓
口
も
あ
る
(
公
共
図
書
館
の
例
外
を
認
め
よ
う
と
い
う
出
島

R
回
二

N
2
の
主
張
が
こ
の
問
題
を
意
識
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
含
め
て
、
向
。

zg-
釦ニ∞
-a)
。

と
も
あ
れ
、
出
田
町
四
『
の
主
張
は
、
契
約
価
格
差
別
理
論
を
擁
護
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
す
で
に
著
作
権
最
大
化
主
義
者
H
玄
自

5
住
民
の

そ
れ
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
回
0
1
P
E
H
U
B
Sお
少

巳

M
Bご
。
田
谷
町
司
自
身
、

ζ
s
-
B担
-
Z
で
も
冨
F
E

HFEE--2
で
も
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
(
回
目
Z
R
E同
口
出
)
。
故
意
か
も
く
し
は
向
こ
う
み
ず
な
プ
ロ
パ
イ
ダ
l
に
限
っ
て
侵
害
の
責
任
を
負
う

と
い
う
立
場
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る

(
E・
巳
口
出
'
己
記
)
。

(羽

)
n
o
v
o
p
田口司
E
S
S
E
-
巳

Z
Sム∞
HO--∞己・

(
却
)
円
以

)
E
B
e
g
-
V
5
5
8
F
白
ニ
∞
宅
ム
∞
-
0
・
-
∞
己
・
最
後
の
点
に
関
し
て
は
、
図
。
1
p
g円
5
5
8
A
r
白同

NO岩
-

(却

)
Z
S
E在
中
関
2
2・
9
3『仲間
Z

E垣
包
仏

Mon-己
虫
色
。
加
E00ロ円宮町四ロ『。
B
邑
S

E
官
E
m
g
a
-
叶，

F
o
p回
目
〉
官
5
2
9
3
a
z
E白
E
F
q
o叫

∞EZO江
田
図
。
同
色
。

-vqhw向。門出
L
u
n〉同
UONO
〉問、叶印
hw
伺
弓
『
「
?
凶

AH山アム(}品ム
CJ『(-喧宮山山)

(
お
)
民
間
e
J
E宮
田
口
。
S
H
M咽白門戸
Chffsa-

(
詑
)
巴

E
中
穴
。
B
P
Z日
U
S
E
S
凶
C-H民
主
∞
・
結
論
と
し
て
、
積
極
的
な
関
与
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

(E-

回
二
呂
)
。
詳
細
は
、
田
村
・
前
掲
注
(
日
)
二
O
九
1
一
一
一
一
頁
の
紹
介
を
参
照
。

(
お
)
田
村
善
之
「
デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の
知
的
財
産
法
制
度
」
同
「
機
能
的
知
的
財
産
法
の
理
論
』
(
一
九
九
六
年
・
信
山
社
)
一
八
七
1
一
八
九
頁

(
初
出
は
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
五
七
号
(
一
九
九
四
年
)
、
付
回
目
-
S
E
E
S
-
m
2
E昌
9
3ュ加
E
C垣『
0
2
z
z
e
s
s
g
〉加
0・
3
0同
・
「
宮
山
〈
・

】

市

Y
凶
。
，

M
吋
(
~
唱
唱
。
)
・

(
川

g
E
g
g
-
明石
5
8
8
出

-
a
凶品

4
3・
お
(
著
作
権
法
は
、
口
。
ロ
'
B
B
E
m
R
E
g
q
H
非
営
利
的
利
用
者
、
ロ
S
P
E
C
E
C
Oロ色
E
8
7
H非
組
織
的
利

用
者
を
規
律
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
)
、
田
村
・
前
掲
注
(
お
)
一
八
九
頁
。

(
お
)
田
村
・
前
掲
注
(
幻
)
著
作
権
法
概
説
(
第
二
版
)
二
O
O
頁。

(
お
)
田
村
・
前
掲
注
(
お
)
一
九
二

1
二
O
O
頁
、
同
・
前
掲
注
(
幻
)
著
作
権
法
概
説
(
第
二
版
)
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出
・
由
同
凶
斗
'
M
唱・

8
も
、
著
作
権
法
の
根
本
的
な
変
容
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
複
製
に
着
目
し
て
著
作
権
を
組
み
立
て
る
発
想
か
ら
転
換
す
る
必
要
が

あ
る
、
と
説
く
。
具
体
的
に
は
'
非
営
利
的
利
用
は
(
著
作
権
者
の
経
済
的
な
利
益
獲
得
の
機
会
を
過
度
に
害
さ
な
い
限
り
)
非
侵
害
と
す
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う

(E-
箆
品
。
，
全
)
。

(
幻
)
田
村
善
之
『
知
的
財
産
法
』
(
第
二
版
・
二
0
0
0
年
・
有
斐
閣
)
一
七
1
一
九
頁
。

(
お
)
裁
判
例
で
は
、
照
明
器
具
の
宣
伝
広
告
用
カ
タ
ロ
グ
内
で
、
和
室
を
撮
影
し
た
写
真
内
に
掛
け
軸
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
書
が
掲
載
さ
れ

た
と
い
う
事
件
で
、
一
字
に
つ
き
一
二
ミ
リ
か
ら
九
ミ
リ
の
大
き
さ
で
あ
り
、
墨
の
濃
淡
、
か
す
れ
具
合
、
筆
の
勢
い
な
ど
の
創
作
的
な
表
現
ま

で
も
が
再
現
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
判
決
が
あ
る
が
(
東
京
地
判
平
成
一
一
・
一

0
・
二
一
判
時
一
七
O
一
号
一
五
二
頁
〔
雪
月

花
〕
)
、
こ
の
論
法
は
字
体
と
は
区
別
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
し
か
保
護
が
及
ば
な
い
と
い
う
書
の
保
護
範
囲
の
狭
さ
(
田
村
・
前
掲
注
(
幻
)
著
作

権
法
概
説
(
第
二
版
)
九
六
1
九
八
頁
)
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
射
程
は
狭
い
。

(
拘
)
た
と
え
ば
、
一
般
に
は
企
業
内
複
製
は
三
O
条
一
項
の
私
的
複
製
に
該
当
し
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
著
作
権
が
足
か
せ
と
な
っ
て
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
と
い
う
技
術
の
進
歩
の
恩
恵
の
享
受
に
失
敗
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
文
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

個
人
の
自
由
の
確
保
と
い
う
共
通
性
に
着
目
し
て
私
的
複
製
の
範
囲
を
拡
張
解
釈
す
る
こ
と
で
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
田
村
善
之
「
自
由
の

領
域
の
確
保
」
法
学
教
室
二
三
八
号
一
一
一
頁
(
二

0
0
0
年
)
)
。
も
ち
ろ
ん
、
技
術
的
な
進
歩
と
は
無
関
係
の
場
面
で
も
、
セ
ン
タ
ー
試
験

や
司
法
試
験
の
問
題
を
論
評
や
模
範
解
答
抜
き
で
新
聞
や
ホ
l
ム
ペ

l
ジ
で
紹
介
す
る
行
為
ま
で
も
が
、
著
作
権
侵
害
と
な
っ
て
し
ま
う
帰
結

(
論
評
抜
き
の
場
合
に
は
、
一
一
一
一
一
条
一
項
の
引
用
に
は
該
当
し
な
い
)
は
穏
当
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
例
で
は
、
黙
示
の
承
諾
や
権

利
濫
用
の
法
理
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
。

裁
判
例
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
網
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
話
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
交
わ
さ
れ
た
会
話
に
つ
き
、
日
常
会
話
と
異
な
ら
ず
、
文
芸
、

学
術
の
範
囲
に
属
し
な
い
と
し
て
著
作
物
性
を
否
定
し
た
判
決
が
あ
る
(
東
京
地
判
平
成
九
・
一
二
・
二
二
判
時
一
六
七
三
号
六
六
頁
百
円
リ
'

〈
〉

Z
O
E，
名
誉
致
損
〕
)
0

し
か
し
、
座
談
会
な
ど
を
考
え
る
と
、
判
旨
の
理
論
構
成
は
著
作
物
性
の
要
件
を
過
度
に
厳
し
い
も
の
に
し
か
ね
な

い
。
本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は

I
D
の
不
正
使
用
疑
惑
に
関
す
る
渦
中
の
人
物
と
の
会
話
を
抜
粋
し
て
電
子
掲
示
板
に
掲
示
し
た
行
為
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
目
的
の
正
当
性
と
と
も
に
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
網
上
で
不
特
定
多
数
の
人
聞
が
ア
ク
セ
ス
し
記
録
し
う
る
環
境
で
交
わ
さ
れ
た
会

話
で
あ
っ
た
こ
と
も
加
味
し
て
、
権
利
濫
用
論
等
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
す
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(
刊
)
日
本
で
は
著
作
隣
接
権
者
と
な
る
に
止
ま
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
著
作
権
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
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(
引
)
〉
hw
玄

mmno円円回目〈

Z
8
2刊
FEn--M凶宙開
U

・出

-ccム

(SEn-円
MOO-)@
〉
h
w
y曲
目

Nmnsa田唱宮町・〈・

2
8田円刊
F
E
n
-
-
M
O
O
-
d
M
-
E
2・
F開×同印

M-∞。

2
・0
・n巳・

Mg】
)
・
芹
津
英
明
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
フ
ァ
イ
ル
共
有
と
ア
メ
リ
カ
著
作
権
法
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
四
八
九
号
(
二

O
O
二
年
)
参

刀ロ“。
""HH 

(
必
)
東
京
地
決
平
成
一
回
・
四
・
九
判
時
一
七
八

O
号
二
五
頁
[
フ
ァ
イ
ル
ロ

l
グ
I
]
、
東
京
地
決
平
成
一
四
・
四
・
一
一
判
時
一
七
八

O
号
二

五
頁
[
フ
ァ
イ
ル
ロ

l
グ
E
]
。

(日
)
Z
8民
間
の
よ
う
な
ハ
ブ
と
な
る
サ
イ
ト
を
要
す
る
こ
と
な
く
、

M
P
3
フ
ァ
イ
ル
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
も
既
に
普
及
し
は
じ
め

て
お
り
(
グ
ヌ

1
テ
ラ
な
ど
)
、
ハ
ブ
を
叩
け
ば
済
む
わ
け
で
は
な
い
点
で
よ
り
大
き
な
脅
威
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ハ
ブ
が
な
く
て
も

末
端
の
ユ
ー
ザ
ー
の
ハ

l
ド
・
デ
ィ
ス
ク
内
の

M
P
3
フ
ァ
イ
ル
を
検
索
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
送
信
可
能
化
行
為
を
探
知
し
う
る

こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
と
抱
き
合
わ
せ
で
集
団
的
か
つ
自
動
の
権
利
処
理
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
れ
ば
、
(
隣
接
権
者
は
と

も
か
く
と
し
て
)
少
な
く
と
も
著
作
権
者
に
と
っ
て
は
問
題
は
一
挙
に
解
決
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
判
)
巴
同
g
g
-
明石同
2
5お
い
お
・
白
円
以

E5・

た
と
え
ば
、
一
九
九
二
年
の
〉
E
S
Z
o
g
m
m
m
g
a
s伺
〉
2
に
よ
る
改
正
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
の
連
続
コ
ピ
ー
を
防
止
す
る
こ
と
を
可
能
と
す

る

S
C
M
S
3
E色
。
。
若
宮
吉
田
明
白
自
由
2
3器
自
)
を
装
備
し
な
い
家
庭
内
デ
ジ
タ
ル
録
音
装
置
の
輸
入
、
製
造
、
頒
布
が
禁
止
さ
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
(
辻
田
芳
幸
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
情
報
の
自
由
流
通
と
コ
ピ

l
・
ラ
イ
ト
」
企
業
法
研
究
一
二
号
一
一
一
一
一
頁
(
二

0
0
0
年
)
参
照
)

も
、
音
質
の
劣
化
が
(
ほ
と
ん
ど
)
な
い
連
続
コ
ピ
ー
と
い
う
技
術
の
進
歩
の
便
益
を
社
会
が
享
受
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
例
の
一
つ
で
あ
る
。

斗
岳
N咽

mm同S
i
a
m
o邑
回

-ong
と
。
ロ
関
門
宮
町
岡
田
守
口
出
邑
。
ロ
官
官
円
乞
加
F
g
w
F
E
E
S口開昆
M
O
U
E
-
m
E
E
H
F
O
E
a
z
o垣
叶

nnzo-。
坦

s
n
z
g
m
-呂

田
町
四
戸
曲
者
え
の
S
E
E同o
q
n
0
3
1関
宮
町
宮
口
m
g
M
g
p
堂
。
開
。
・
者
〉
同
国
・
「
旨
〈
・
己
凶
・
己
品
目
己
少

E
十
字
∞
・
広
】

(
3
3
)・
も
っ
と
も
、
同
論
文
は
、

著
作
権
者
の
圧
力
に
よ
り
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
権
利
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
向
に
論
旨
を
展
開
す
る
。

田
村
・
前
掲
注
(
日
)
二

O
四
1
二
O
五
頁
の
紹
介
を
参
照
。

(
刊
)
臼
円
。
ロ
囲
内
-
F
B旬。
u
〉
内

O
B
E
E
F
P
O
B
O
E関門
F
m
p
o
m円四回目。同
ω
2
3
8
g
a
p
n
d
g
E
〉
5

5
吾

m
U何回
E
U
O
B呂
回
一
向
。
ョ
ュ
凹
z
p
n
o
B吉田町『

回ロロ町民国一回。
R
a日
8
2
L
E
E
E々
向。『

E
E
a
g岡田
E
S
E宮
p
a
E
S
Z
円
L
・
5
M凶・

5
吋少

5
1
2唱
ま
)
・
な
お
、
本
稿
で
十
分
に
扱
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た

F
5
5
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
オ
ー
プ
ン
ソ

I
ス
・
モ
デ
ル
に
よ
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発
に
つ
い
て
は
、
平
嶋
竜
太
「
オ
ー
プ
ン
ソ
ー

ス
・
モ
デ
ル
と
知
的
財
産
法
|
序
論
」
相
田
義
明
他
『
先
端
科
学
技
術
と
知
的
財
産
権
』
(
二

O
O
一
年
・
発
明
協
会
)
参
照
。
現
在
の
代
表
的

北法53(4・60)1046
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な
オ
ー
プ
ン
ソ

i
ス
・
モ
デ
ル
は
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
二
次
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
も
オ
ー
プ
ン
ソ
!
ス
と
す

る
よ
う
強
制
す
る
著
作
権
の
オ
ー
プ
ン
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
実
現
さ
れ
て
お
り
、
著
作
権
を
フ
リ
ー
に
し
よ
う
と
す
る
当
初
の
理
念
論

か
ら
は
や
や
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
左
は
い
う
も
の
の
、
こ
こ
に
お
い
て
著
作
権
は
オ
ー
プ
ン
ソ

l
ス
運
動
を
実

現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
(
他
に
代
替
策
が
乏
し
い
た
め
に
)
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
創
作
の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ヴ
と
し
て
機
能
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
別
の
創
作
者
に
排
他
権
の
享
受
を
許
容
す
る
著
作
権
法
は
著
作
物
が
個
別
的
に

制
作
さ
れ
て
い
る
過
程
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
著
作
物
の
な
か
に
は
多
数
人
が
集
合
的
に
創
作
に
寄
与
す
る
こ
と
で
改
良
さ
れ
て
い
く
種
類

の
も
の
が
あ
り
う
る
。
後
者
の
場
合
、
排
他
権
の
行
使
を
前
提
と
す
る
著
作
権
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
、
文
化
の
発
展
を
促
す
こ
と
は
困
難
と
な

ろ
う
。
明
日
野

2
8
m
a
B
O
E
(山
形
浩
生
訳
)
『
伽
藍
と
バ
ザ
|
ル
』
(
一
九
九
九
年
・
光
苦
社
)
参
照
。

(
必
)
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
技
術
的
に
ア
ク
セ
ス
や
コ
ピ
ー
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
よ
う
に
な
る
結
果
、
伝
統
的
に
著
作
者
に
与
え
ら
れ

て
い
た
保
護
と
公
衆
の
利
用
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
壊
す
る
と
い
う
警
告
を
発
し
、
サ
イ
バ
ー
外
の
空
間
に
あ
る
種
の
不
完
全
性
を
法
規
範
等
で
人

工
的
に
作
出
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
示
唆
す
る
も
の
に
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
(
山
形
浩
生
H
柏
木
亮
二
訳
)
『

C
O
D
E
-
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
合
法
・
違
法
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』
(
二

O
O
一
年
・
朔
泳
社
)
一
一
一
九

1
二
五
一
頁
。
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